
緊急事態宣言解除後の当院の対応について

新型コロナウィルス緊急事態宣言が解除されました。でも新型コ

ロナウィルス感染症は完全に収束していません。毎日 PCR陽性

の感染者数の発表が続いています。当院の診療は 6月より通常

診療になりますが、新型コロナウィルスに対する対策は、変わら

ず続けていきますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

1．月、火、木、金の午後の診療は5月末まで午後６時で終了して

いましたが、6月より通常の終了時間、午後7時30分に変更して

おります。

2．待合室が、込み合っている時は三密を避けるため、受付けで

診察券を出していただき、診察までの間、車の中か病院の外で

お待ちください。携帯電話をお持ちの方は、電話番号をお教えい

ただければ、順番がくれば携帯にお知らせ致します。

3．診察室での付き添いは、健康な大人の方２名までで、マスク

の着用をお願いしています。

4．飼主の方で、発熱や咳などの症状がある場合は、代理の方に

動物を連れてきていただくようお願い致します。



5．室内は定期的に換気を行い、消毒の徹底を強化しています。

6．新型コロナウィルス感染に対して金銭の受け渡しをできるだけ

避けるためにキャッシュレス決済を導入しております。クレジット

カード、ペイペイ、楽天ペイ、ａｕペイが使えます。

7．飼い主様、病院スタッフ双方への新型コロナウィルス感染を防

ぐための対応ですので、ご理解、ご協力の程よろしくお願い致し

ます。


